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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う 

     除染並びに復興等に関する要望書 
 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、

本村は「計画的避難区域」に指定され、全村避難を余儀なくされまし

た。全村避難という厳しい環境の中で、村民は慣れない土地での避難

生活に、精神的にも肉体的にも限界感を否めません。 
 本村では、現在２年以内の帰還を目指し、除染計画書・除染工程表

並びに復興計画書を策定し、村民の理解を得ながら復興に向けた取り

組みを進めております。 
 つきましては、本村が抱えている当面する課題について、下記のと

おり要望いたしますので、関係省庁の特段のご配慮をお願い申し上げ

ます。 
 

記 
 

1. 財物価値の喪失・減少及び除染等の追加的費用に関する補償を早期に行う

こと。 
2. 除染に伴う仮置き場を早期に着工すること。 
3. 早期帰還実現のため、除染関連予算を十分確保すること。 
4. 山林除染を円滑に進めるため、村内に木質バイオマス発電所を早期に整備

すること。 
5. 避難区域の見直しに当たっては、本村の要望を十分反映し（村への裁量権）、

かつ弾力的な運用を図ること。また、避難指示解除にあたっては、仮設住

宅（借り上げ住宅含む）や損害賠償の支援延長を図るなど、ソフトランデ

ィング的な配慮も十分検討し、住民の不安を解消すること。 
6. 「新までいな村構想（仮称）⇒別紙参照」の整備を図ること。 
7. 除染事業による自治体枠予算の確保と除染事業に対する「飯舘村振興公

社」への発注により、地元雇用の確保を図ること。 
8. 被災住民に対し、国の責任で今後も十分な損害賠償を行うこと。 
9. 被災自治体の財政は、今回の被災対策等で逼迫しており、十分な財政支援

を図ること。 
 
 


